
 

横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例 新旧対照表 

 

 

旧 新 

   （第１条から第８条まで省略） 

 （仮設興行場等に対する制限の緩和) 

   （第１条から第８条まで省略） 

 （仮設興行場等に対する制限の緩和） 

第９条 法第85条第５項又は第６項に規定する仮

設興行場等については、第６条第１項の規定

は、適用しない。 

   （以下省略） 

第９条 法第85条第６項又は第７項に規定する仮

設興行場等については、第６条第１項の規定

は、適用しない。 

   （以下省略） 


